
大竹市広報紙及びホームページ広告掲載取扱要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は，市が発行する広報おおたけ（以下「広報紙」という。）及び大竹市ホームペ

ージ（以下「ホームページ」という。）への広告の掲載について，必要な事項を定めるものとす

る。 

（広告の掲載範囲）  

第２条 広報紙及びホームページに掲載する広告の範囲は，大竹市広告掲載要綱（平成１９年１

１月３０日制定）第３条及び大竹市広告掲載基準（平成１９年１１月３０日制定）に定めると

ころによる。 

（広告の規格等）  

第３条 広報紙の広告の規格等は，次の表のとおりとする。 

枠 大きさ 使用色 掲載位置 

１号広告 縦１０．０センチメートル×横８．

３センチメートル 

黒１色 最終ページの前ページ

の中で，記事に支障の

ない位置 ２号広告 縦４．７センチメートル×横８．

３センチメートル 

３号広告 縦４．７センチメートル×横１７．

０センチメートル 

印刷用４色 最終ページの中で，記

事に支障のない位置 

４号広告 縦４．７センチメートル×横８．

３センチメートル 

２ ホームページの広告の規格等は，次のとおりとする。  

（１） 大きさ 縦６０ピクセル，横１２０ピクセル 

（２） 画像形式 ＧＩＦ（アニメーション不可），ＪＰＥＧ又はＰＮＧ 

（３） 容量 ４キロバイト以下 

 （４） 掲載位置 市長が定める位置 

３ 前２項に掲げるもののほか，広告の規格等に関して必要な事項は，市と広告主（第９条第１

項に規定する広告主をいう。）が協議して，決定するものとする。 

（広告の掲載順位） 

第４条 掲載する広告の優先順位は，申込順とする。  

（広告の掲載回数等） 

第５条 広報紙の広告の掲載は，広報紙発行ごとを単位とし，同一年度で１２回を上限に複数回

掲載することができる。 

２ ホームページの広告の掲載は，月を単位とし，複数月掲載することができる。ただし，年度

を超える期間を指定することはできない。 

３ 前項の広告の掲載の開始日及び終了日は，市長が定める。 

（広告掲載料） 

第６条 広報紙の広告掲載料は，次の表のとおりとする。 

枠 １回の広告掲載料（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

市内に本社，支店，営業所，店舗，事

務所等を有する事業者 

市内に本社，支店，営業所，店舗，事

務所等を有しない事業者 

１号広告 ３０，０００円 ４０，０００円 

２号広告 １５，０００円 ２０，０００円 

３号広告 ５０，０００円 ６０，０００円 

４号広告 ２５，０００円 ３０，０００円 

２ ホームページの広告掲載料は，広告枠１枠当たり月額１０，０００円（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，同一年度内に継続して複数回又は複数月掲載し，広告掲載料を

一括して納付する場合は，広告掲載料に次の表に定める割引率を乗じて得た額を割り引くもの



とする。 

継続掲載回（月）数 割引率 

３～５回（月） ５％ 

６～８回（月） １０％ 

９～１１回（月） １５％ 

１２回（月） ２０％ 

（広告の募集）  

第７条 広告の募集は，広報紙，ホームページ等に掲載して行う。  

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，広告を掲載しようとする事業者を指定して広告の募集を

することができる。 

（広告の掲載の申込み及び決定）  

第８条 広告の掲載を希望する事業者（以下「申込者」という。）は，大竹市広報紙及びホームペ

ージ広告掲載申込書（様式第１号）に広告の原稿案を添えて，市長が定める期日までに提出し

なければならない。 

２ 市長は，必要と認めるときは，申込者に対し新たな資料の提出を求めることができる。 

３ 市長は，第１項の申込書の提出があったときは，内容を審査して広告の掲載の可否を決定し，

大竹市広報紙及びホームページ広告掲載決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するも

のとする。  

（広告の原稿の作成及び提出） 

第９条 前条第３項の規定により広告の掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という。）は，

広告の原稿を自己の負担で作成し，市長が指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 市長は，必要と認めるときは，広告主に対し原稿の修正等を求めることができる。 

（広告掲載料の納付） 

第１０条 広告主は，市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。 

（広告主の責務） 

第１１条 広告主は，広告の内容その他広告の掲載に関する全ての事項について，一切の責任を

負うものとする。 

２ 広告主は，広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関す

る財産等の全てにつき権利処理が完了していることを，市長に対して保証するものとする。 

３ 第三者から広告に関連して損害を受けたという請求がなされた場合は，広告主の責任及び負

担において解決するものとする。 

４ 広告主は，広告の掲載の権利を譲渡し，又は転貸してはならない。 

（広告の掲載の取消し） 

第１２条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，広告主への催告等の手続をすること

なく，広告の掲載の決定を取り消し，又は掲載した広告の削除若しくは掲載の中止をすること

ができる。 

（１） 広告の内容が，広告の掲載申込み時から変更され，第２条の規定に反したとき。 

（２） 指定する期日までに広告主が原稿を提出しなかったとき。 

（３） 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。 

２ 市長は，前項の規定により広告の掲載の決定を取り消し，又は掲載した広告の削除若しくは

掲載の中止をした場合において，広告主が損害を受けることがあっても，その賠償の責めを負

わないものとする。 

（広告掲載料の返還） 

第１３条 既納の広告掲載料は，返還しない。ただし，市の都合により広告を掲載することがで

きなくなった場合は，その全額又は一部を返還することができる。 

２ 前項の返還の額には，利子を付さない。 

（その他） 

第１４条 この要領に定めるもののほか広告の掲載に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附  則 

（施行期日） 



１ この要領は，平成２６年５月１５日から施行する。 

（大竹市広報紙広告掲載取扱要領及び大竹市ホームページ広告掲載取扱要領の廃止） 

２ 次に掲げる要領は，廃止する。 

 （１） 大竹市広報紙広告掲載取扱要領（平成１９年１１月３０日制定） 

 （２） 大竹市ホームページ広告掲載取扱要領（平成２１年３月２６日制定） 

（経過措置） 

３ この要領による廃止前の大竹市広報紙広告掲載取扱要領及び大竹市ホームページ広告掲載取

扱要領の規定によりなされた広告の掲載の申込み，決定その他の行為は，この要領の相当規定

によりなされたものとみなす。 

 
 


